
・地域包括支援センターの運営法人として、公正・中立な運営が確保できるか

・地域包括支援センターの運営法人として、個人情報の適切な取り扱いと苦情対応
の体制がとれているか。

・円滑な引継ぎのために現在の職員の雇用が可能であるか
・継続的な人員確保のための法人内の人材の確保状況があるか

・職員の資質向上への取組
（法人内研修の体制や他の研修への参加体制が整っているか等）

・法人の財務状況の健全性

・運転資金が十分にあるか
・法人建物を活用するなどセンター運営費の負担が軽減されているか

・春日井市内及び市外での介護保険事業の運営実績
・監督官庁の実地指導等の結果

・担当区域内に事務所を設置しているか
・利用者の利便性に配慮しているか（交通・駐車場の確保等）
・高齢者に配慮し、相談等に必要なスペースがあるか

事業目標に対して取り組み内容が適切なものであるか

事業目標に対して取り組み内容が適切なものであるか

事業目標に対して取り組み内容が適切なものであるか

事業目標に対して取り組み内容が適切なものであるか

事業目標に対して取り組み内容が適切なものであるか

・医療・介護の知識や経験があり、連携体制の構築に活用できるか

・介護予防の理念を理解し、高齢者の自立生活支援に寄与することができるか

・認知症に対する問題意識があり、課題解決のための知識及び経験があるか

・地域住民と連携して地域づくりに取り組むことができるか
・特定非営利活動法人、地区社会福祉協議会、老人クラブ、ボランティア等の市民
活動団体との連携に取り組むことができるか

・（1）～（4）以外に地域包括ケアシステムの構築を推進する取組等の計画がある
か

5
（具体的に記入してください）

その他加点又は減点するものがあるか
（配点：-10点～10点）

（4）設置予定の施設の状況
　　（配点：１点～５点）

合計（満点100点）

（5）その他の地域包括ケアシステムの推進
　　（配点：１点～５点）

3
センター業務の適切な実施
（配点：５点～25点）

（1）介護予防ケアマネジメント業務
　　（配点：１点～５点）

（2）総合相談支援業務
　　（配点：１点～５点）

（3）権利擁護業務
　　（配点：１点～５点）

（5）地域ケア会議開催業務
　　（配点：１点～５点）

4
地域包括ケアの推進体制
（配点：５点～25点）

（1）医療と介護の連携体制の構築
　　（配点：１点～５点）

（2）介護予防・自立生活支援の推進
　　（配点：１点～５点）

（3）認知症に対する総合的な取組
　　（配点：１点～５点）

センターの継続的かつ安定的
な運営及び居宅介護支援、介

護予防支援等の実績
（配点：４点～20点）

（1）法人の経営状況
　　（配点：１点～５点）

（2）十分な資金投資について
　　（配点：１点～５点）

（3）法人の運営実績
　　（配点：１点～５点）

（4）包括的・継続的ケアマネジメント業務
　　（配点：１点～５点）

（4）地域住民との連携・協力
　　（配点：１点～５点）

審査項目 主な着眼点

1
運営体制及び人員の確保
（配点：４点～20点）

（2）公正・中立性の確保
　　（配点：１点～５点）

（3）個人情報保護と苦情対応の適切な実施
　　（配点：１点～５点）

（4）職員の採用見通し、人員体制の確保
　　（配点：１点～５点）

（5）質の確保
　　（配点：１点～５点）
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